
 

 

横 浜 市 小 学 校 教 育 研 究 会 規 約 

 
         第１章  名称および会員 
第１条  本会は横浜市小学校教育研究会（略称、市小教研）という。 
第２条   本会の事務局は、会長在任校に置く。 
第３条  本会は、原則として横浜市立小学校教職員をもって組織する。 
 
          第２章  目的および事業 
第４条  本会は、小学校における「各教科・道徳・特別活動並びに総合的な学習の時間・その他」の指導計画、指導法に     

関する研究、調査並びに研修を行い、小学校教育の振興と充実を図ることを目的とする。 
第５条  本会の目的を達成するために、次の事業、連絡等を行う。 
    （１）研究大会 （２）研修と研究調査 （３）研究成果の刊行（会報・市小教研だより等） （４）他の研究団     

体（横浜市立中学校教育研究会、神奈川県小学校教育研究会、関東地区小中学校教育研究会連絡協議会及び、      
横浜市立小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の各校長会）との連携。 

 
       第３章  組  織 
第６条  本会には、次の研究部（会）を設け、各部会に部（会）長を置く。 

（１）国語科研究部会 （２）社会科研究部会 （３）算数科研究部会 （４）理科研究部会  （５）生活科・総合的
な学習の時間研究部会 （６）音楽科研究部会 （７）図画工作科研究部会 （８）家庭科研究部会（９）体育科研
究部会 （10）道徳教育研究部会 （11）特別活動研究部会  （12）情報教育研究部会 （13）学校図書館研究部会 
（14）学校行事研究部会 （15）学校食育研究部会 （16）養護研究部会 （17）学校事務研究部会  

（18）特別支援教育研究部会 （19）栄養教諭・学校栄養職員研究部会 （20）外国語活動・外国語研究部会 
 
第７条  本会には、各区に区小学校教育研究会を設け、会長を置き、部会組織等は、原則として市教科等研究部（会）組     

織に準じる。  
 
          第４章  役員・会計監査および顧問・相談役 
第８条  本会には、次の役員を置き、総会で選出する。任期は１年として、再任を妨げない。 

（１) 会長１名 （２）副会長４名 （３）総務３名 （４）庶務会計４名   
      ただし、神奈川県小学校教育研究会との関わりで、役員派遣等が例年より多い場合は若干名を増やすことが 

できる。 
第９条  本会には、会計監査２名を置き、総会で選出する。任期は１年として再任を妨げない。 
第 10条  本会の役員の任務は、次のとおりとする。 
        （１）会長は本会を代表し、会務を総括する。 （２）副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代行する。 
     （３）総務は会務を計画し、処理する。 （４）庶務会計は会務を処理し、庶務、会計事務を行う。 
第 11条  役員・会計監査の選出手続きは次のように行う。 
        （１）指名委員会は役員１名、市教科等研究部（会）長より輪番で各２名、区小学校教育研究会長より輪番で２名     

の計５名で組織し、互選により役員指名委員長を選出する。 
    （２）指名委員会は本人の承諾を得て、次期役員候補者並びに会計監査候補者を指名する。なお、指名委員長、指 
           名委員は役員に選出されない。 
    （３）指名委員長は次期候補者を公示し、本会の３月総会において承認を得る。 
      ただし、年度当初または年度途中に欠員が生じた場合は、上記（１）（２）に沿って役員指名委員会を組織、 
     不足分の候補を指名し、総会または臨時総会（役員・部長・区会長会をあてる）において承認選出することがで

きる。 
第 12条 本会には、次の規定に従って、顧問・相談役をおくことができる。 

（１）顧問は、横浜市小学校教育研究会長を退任した現職校長とする。 
（２）相談役は、有識者から役員会でこれを推薦し、会長がこれを委嘱する。任期を 1年とし再任を妨げない。 
（３）顧問・相談役は、本会の活動について指導助言を行う。 

 
       第５章 総会、役員会、役員・部（会）長会、役員・区会長会、役員・部（会）長・区会長会 
第 13条  本会の総会は役員、会計監査、市教科等研究部（会）長、区小学校教育研究会長をもって構成する。 
第 14条   本会は年２回の定期総会、必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会は次のことを行う。 
        （１）役員選出に関すること    （２）予算、決算の承認に関すること   （３）事業計画の審議と承認に関する     

こと    （４）規約改正に関すること      （５）その他 
第 15条   本会の総会は構成員の過半数以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数の同意を必要とする。 
第 16条   役員会は会長の招集により、原則として月１回、また、必要に応じて開催するものとする。 
第 17条  役員会は第８条により構成し、次のことを行う。  
        （１）総会に提案する議案の作成    （２）本会の目的達成のための必要な事業の執行   （３）市教科等研究部     

会、区小学校教育研究会の研究活動により委任された事業の推進 （４）市教育委員会、各種研究団体との連絡     
調整 （５）教科等研究部会、区小学校教育研究会への連絡、調整、助言 

第 18条   必要に応じて、会長は役員・部（会）長会、役員・区会長会、役員・部（会）長・区会長会を開くことができる。 
 
             第６章   会  計 
第 19条   本会の経費は、次の諸収入をもって、これにあてる。 
           （１）会費（金額は別に定める）  （２）助成金 
第 20条   本会の会計年度は、４月１日から翌年の３月３１日までとする。 
 
           第７章   付  則 
第 21条  本規約の改正は総会において行う。 
第 22条  本規約は昭和４２年４月１日より実施する。 
第 23条   運営に必要な細則は、別に定める。 
     昭和５１年５月２１日、５４年６月１日、５５年５月２９日、５６年５月２７日、５９年５月１６日、平成４年３月

３日、７年５月８日、８年１２月１８日、１１年１１月２５日、１２年３月８日、１４年３月４日、１５年３月３日、
１６年３月１０日、１８年５月１０日、１９年５月７日、２０年３月６日、２１年３月５日、２４年３月１日、２６
年３月４日、２７年３月３日、３１年４月１日、令和 2年 3月 17日一部改正 4月 1日実施 


